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２３．ごみ袋等 

(1) 品目及び判断の基準等 

プラスチック製

ごみ袋 

【判断の基準】 

○次のいずれかの要件を満たすこと。 

①次のア若しくはイのいずれかの要件並びにウ及びエの要件を満たす

こと。 

ア．バイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認された

ものが、プラスチック重量の 25％以上使用されていること。 

イ．再生プラスチックがプラスチック重量の 40％以上使用されている

こと。 

ウ．上記ア又はイに関する情報が表示されていること。 

エ．プラスチックの添加物として充填剤を使用しないこと。 

②エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。 

 

【配慮事項】 

①シートの厚みを薄くする等可能な限り軽量化が図られていること。 

②バイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたもの

の配合率が可能な限り高いこと。 

③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及

び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 

備考） １ 本項の判断の基準の対象とする「プラスチック製ごみ袋」は、一般の行政事務において発生

した廃棄物の焼却処理に使用することを想定したプラスチック製のごみ袋であって、他の法令

において満たすべき品質や基準等が定められている場合、地方公共団体が一般廃棄物処理に当

たって指定した場合、特殊な用途等に使用する場合等には適用しない。 

２ 判断の基準②の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局

が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型 No.128「日用品 Version1」以降の

「分類Ｅ．清掃用品のごみ袋」に係る認定基準をいう。 

３ 「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源（バイオマス）

を使用するプラスチックをいう。 

４ 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷

についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者の LCA 専門家

等により環境負荷低減効果が確認されたものをいい、植物を原料とするポリエチレン等が該当

する。 

５ 「バイオマスプラスチック」の重量は、当該プラスチック重量にバイオベース合成ポリマー

含有率（プラスチック重量に占めるバイオマスプラスチックに含まれるバイオマス由来原料分

の重量の割合）を乗じたものとする。 

６ 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一

部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利

用したものをいう（ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。）。 

７ 判断の基準①ウの「情報の表示」とは、判断の基準①アのバイオマスプラスチックの配合率

又は判断の基準①イの再生プラスチックの配合率が製品本体、製品の包装に表示又はカタロ

グ、ウエブサイト等において提供されていることをいう。 

８ 判断の基準①エの「充填剤」とは、プラスチックへの添加により容量を増すこと（増量）を

主目的とする物質をいい、着色・補強・帯電防止その他、プラスチックの機能変化を主目的に

添加する物質には適用しない 
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９ 判断の基準①アのバイオマスプラスチックの配合率に係る基準については、「プラスチック

資源循環戦略」（令和元年５月 31 日）に基づき、判断の基準を満たす製品の市場動向を勘案し

つつ検討を実施し、適切に引き上げるものとする。 

 

 

(2) 目標の立て方 

 当該年度のプラスチック製ごみ袋の調達総量（枚数）に占める基準を満たす物品の数量（枚

数）の割合とする。 

  


